
がん登録等の推進に関する法律（抜粋） 

(関係者相互の連携及び協力) 
第四条 国、都道府県、市町村、病院及び診療所の開設者及び管理者並びに前条第四項に規
定する情報の提供を受ける研究者は、同条の基本理念の実現を図るため、相互に連携を図り
ながら協力しなければならない。 
 
(病院等による届出) 
第六条 病院又は次項の規定により指定された診療所(以下この章において「病院等」とい
う。)の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき
(転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。)は、厚生労
働省令で定める期間内に、その診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する次に掲げ
る情報(以下「届出対象情報」という。)を当該病院等の所在地の都道府県知事に届け出なけ
ればならない。 
一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所 
二 当該病院等の名称その他当該病院等に関し厚生労働省令で定める事項 
三 当該がんの診断日として厚生労働省令で定める日 
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項 
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項 
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項 
七 当該病院等が行った当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項 
八 当該がんに罹患した者の死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日 
九 その他厚生労働省令で定める事項 
２ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、その開設者の同意を得て、当該
都道府県の区域内の診療所のうち、届出対象情報の届出を行う診療所を指定する。 
３ 都道府県知事は、前項の規定による指定を行うに当たっては、診療に関する学識経験者
の団体の協力を求めることができる。 
４ 第二項の規定により指定された診療所は、その指定を辞退することができる。 
５ 都道府県知事は、第二項の規定により指定された診療所の管理者が第一項の規定に違
反したとき又は当該診療所が同項の規定による届出を行うことが不適当であると認めると
きは、その指定を取り消すことができる。 
 
（死亡者情報票の作成及び提出） 
第十一条 市町村長（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第
一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次項において同じ。）は、戸籍法（昭
和二十二年法律第二百二十四号）による死亡の届書その他の関係書類に基づいて、死亡者情



報票（死亡した者に関する氏名、性別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、死亡
の原因、死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の名称及び所在地その他の厚生労働省令
で定める情報の電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ
とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも
のをいう。）又はこれらの情報を記載した書類をいう。以下この章において同じ。）を作成し、
これを都道府県の設置する保健所の長（地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第
一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所の長）に
提出しなければならない。 
２ 前項の保健所の長は、同項の規定により市町村長から提出された死亡者情報票を審査
し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 
３ 都道府県知事は、前項の規定により第一項の保健所の長から提出された死亡者情報票
を審査し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 
 
（死亡者情報票との照合のための調査） 
第十三条 厚生労働大臣は、前条の照合を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、がん
の種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、
その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。 
２ 第十条第二項の規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用す
る。 
 
(死亡者新規がん情報に関する通知) 
第十四条 厚生労働大臣は、死亡者新規がん情報が判明したときは、その死亡者情報票に係
る死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の所在地の都道府県知事その他の厚生労働省令
で定める都道府県知事に対し、その旨並びに当該病院又は診療所の名称及び所在地その他
の厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。 
 
(協力の要請) 
第十六条 都道府県知事及び第十一条第一項の保健所の長は、この節の規定の施行のため必
要があると認めるときは、市町村、病院等の管理者その他の関係者に対し、資料の提出、説
明その他の協力を求めることができる。 
 
 
 
 
 



がん登録等の推進に関する法律施行規則（抜粋） 

（死亡者新規がん情報に関する通知） 
第十八条 法第十四条の厚生労働省令で定める都道府県知事は、死亡者情報票に係る死亡
診断書若しくは死体検案書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の所在地若しく
は医師の住所地の都道府県知事又は死亡者情報票に記載された死亡の時における当該死亡
者の住所地の都道府県知事及び当該都道府県知事が法第十六条の規定により市町村、病院
等の管理者その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めた結果判明した死
亡者新規がん情報に係る当該がんの初回の診断が行われた病院等の所在地の都道府県知事
とする。 
２ 法第十四条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 
一 死亡診断書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の名称及び所在地又は医師
の住所地 
二 当該死亡者新規がん情報に係る死亡者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに当該死亡
者の死亡した日及び死亡の原因 


